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別記様式 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度第２回戸田市立郷土博物館協議会 

開 催 日 時 令和５年２月１７日（金）午前１０時から午前１１時４５分まで 

開 催 場 所 戸田市立郷土博物館 ３階 講座室 

委員長等氏名 戸田市立郷土博物館協議会 会長 佐藤勝巳 

出席者氏名 

（委員） 

佐藤勝巳（会長）、伊藤裕厚（副会長）、若松良一、板橋哲、長谷川理、 

寿原淑郎、御園生誠子 

欠席者氏名 

（委員） 

なし 

 

事 務 局 高屋課長、名古屋主幹、本橋主幹、金子主事 

説明のため 

出席した者 

なし 

 

議 事 

（１）令和４年度郷土博物館・彩湖自然学習センター事業報告（下半期）に

ついて 

（２）令和５年度郷土博物館・彩湖自然学習センター事業計画（案）につい

て 

（３）戸田市郷土博物館ビジョン進捗状況について 

（４）博物館法の改正に伴う戸田市立郷土博物館条例及び同施行規則の一部

改正について 

（５）その他 

会 議 結 果 
生涯学習課郷土博物館担当から議題の内容について報告をし、報告事項に対

して郷土博物館協議会委員から意見を聴取した。 

会議の経過 別紙のとおり 

会 議 資 料 

・資料１ 令和４年度郷土博物館入館者数 

     令和４年度郷土博物館事業進捗状況 

     令和４年度彩湖自然学習センター入館者数 

     令和４年度彩湖自然学習センター事業進捗状況 

・資料２ 令和５年度郷土博物館事業計画（案） 

     令和５年度彩湖自然学習センター事業計画（案） 

・資料３ 戸田市郷土博物館ビジョン進捗状況 

・資料４ 戸田市立郷土博物館条例新旧対照表 

・資料５ 戸田市立郷土博物館条例施行規則新旧対照表 

・資料６ 戸田市郷土博物館ビジョンの進捗状況について 

議事録確定 
令和５年２月２７日 

戸田市立郷土博物館協議会 会長 佐藤 勝巳  
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（会議の経過） 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

 

副会長 

 

１ 開会 

事前配布資料（資料１～資料５）及び当日配布資料（資料６）の確認。 

戸田市立郷土博物館条例施行規則第１６条第２項の規定における成立要

件となる委員の過半数の出席を満たしていることを報告。 

 

２ 会長あいさつ 

  前回（令和４年度第１回）会議欠席の委員の自己紹介 

 

次第３の議事に移る。議事の進行については、戸田市立郷土博物館条例施

行規則第１６条第１項の規定により、会長が務める。 

 

※議事に入る前に傍聴人はいない旨報告。 

 

３ 議事 

（１）令和４年度郷土博物館・彩湖自然学習センター事業報告（下半期）に

ついて 

 

 議事（１）について、事務局から説明をお願いする。 

 

資料１に基づき、事務局から説明 

 

 議事（１）について、委員の方から何かご意見・ご質問等あるか。 

 

博物館の方で、新規事業ということで随分と色々なことを進めていると感

心した。その中で、オンデマンドの配信というのは初めてか？ 

 

博物館以外では実施しているところもあるが、博物館の講座としては初め

てになる。 

 

 素晴らしい取組だと思った。実際にやってみて、その反応や苦労したこと

等があったら説明してほしい。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 実施に当たっては、先行して取り組んでいた本庁の生涯学習課や公民館の

担当者に参考としていろいろと聞いて進めていった。事前に聞いていた中で

も、音声が聞こえづらいことや資料が見えづらいことがあるので、そこは念

頭に置いて実施がした方が良いといったことがあった。実際に実施してみた

ところ、やはり対面で講義を受けている時とは違って、見えづらい等そうし

たことはあった。また、事前に講師から資料をいただき講座当日に投影した

が、その中でオンデマンド配信する際に著作権等の関係がクリアできない資

料が含まれている場合には、オンデマンド配信に当たって、その部分を編集

する必要があった。オンデマンド配信をご利用いただいた方にとっても、肝

心の資料の映像が見えないといったもどかしさがあったかと思う。ご利用い

ただく方には、内容的に一部ご覧いただけない部分があるといった周知をし

た方が良いかと思った。 

 

 実際に実施してみると難しい部分が多々あるのではないかと思う。様々な

ところと連携を取り、色々と情報もいただきながら更に進めていっていただ

ければと思う。 

 

 オンデマンド配信については、私も公民館の講座で講師をやらせていただ

いた。事務局ではなく、講師の立場として課題等があると感じたのでお話し

たい。先ほど話があったように、資料の提示方法について、どう提示したら

よいかという問題がある。著作権の問題がなかなかクリアできないことがあ

る。限られた場所で限られた人数に対して見せることについては、著作権は

クリアされるけれども、それを不特定多数に向けて配信するのは、著作権法

上できないことが多々あり、その場合が非常に困る。また、音声が小さいと

いった問題については、会場で直接受講する方については調整ができる。し

かし、オンデマンド配信になると、マスク越しにマイクを通すことでくぐも

った声になってしまい、なかなか音声の問題を解決できない。それから、担

当としては編集の作業が大変なのではないかと思う。 

博物館が実施したオンデマンド配信については、利用者から何か反響があ

ったか？反響等があれば伺いたい。 

 

 今回のオンデマンド配信では、実施後のアンケート等を行った訳ではない

ので、利用者の方がどのように感じられたのか等は把握していない。 
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会長 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 もし、感想等を聞ける状況があるのであれば聞いていただけると、次回の

配信の際に見直すこと等もできるかもしれないので、その辺りも考えていた

だければと思う。他にご意見・ご質問等はあるか。 

 

 博物館講座の中で、「土器の拓本をとってみよう」というのがあるが、拓

本という言葉について、小学４年生は分かるのか？ 

 

 拓本という言葉はやはり分からなかったりするので、講座の際には最初に

拓本とはどのようなものなのかということや、どのような仕組みで採るもの

なのかについて説明した上で、実際に土器の欠片等を使って体験してもらっ

た。講座周知用のチラシの中にも拓本についての説明を入れてはいたが、一

般の方には伝わりづらい部分もあったかと思う。 

 

 拓本は紙で採るのか？ 

 

 和紙で採る。大人だと力を入れて紙が破けてしまうことがあるが、子ども

は上手に採れていた。 

 

夏休みに開催していた企画展について質問がある。企画展の終了日は７月

３１日だったが、夏休み期間ということもあり８月３１日まで開催している

ものだと思っていた。夏休み期間に合わせて８月いっぱいまで開催しても良

かったのではないかと思った。８月の展示が無かったのが残念だった。資料

の借用等の調整の中で、このような期間設定になったのか。 

 

 文化財企画展は埼玉県埋蔵文化財調査事業団との共催だったので、そちら

との調整を行った。あわせて、その後に開催した彩湖自然学習センターの企

画展の展示準備・造作等のための期間を確保する必要があったため、２つの

展示の調整の関係でこのような形になった。 

 

 確かに、８月という夏休みの最盛期にちょうど展示がなかった。 

 

 「わりばしてっぽうをつくってあそぼう」という子供向け講座が８月にあ

ったので、お子さんとしてはそうした講座に行けるので良いかとは思うが、
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

せっかくなので展示を開催していても良かったのではと思った。 

 

 彩湖自然学習センターの事業では、定員に達している事業が多かったが、

これはどのような募集方法をとったのか。 

 

 講座については、各小学生全員にカワセミ通信というものを毎月配布して

いる。各施設にも送っているが、申込の受付に当たって、何をご覧になった

か確認するとカワセミ通信が挙がってくる。カワセミ通信を見て、親が応募

するということが多い。その次に多いのは広報戸田市。あとはホームページ

になる。その３点を主に見て応募される方が多い。１０時から受付開始だが、

２０分で定員に埋まってしまう。キャンセル待ちについても３０分ほどで埋

まってしまう。 

 

 カワセミ通信は学校へ紙で配布をしている。最初、紙でもなくてもメール

の配信で良いかと思ったが、保護者に聞くとメールが沢山くるので紛れてし

まう。紙で配布ということがあまりないので、逆に効果的な方法とのことで、

紙で配布をしている。 

 

カワセミ通信には郷土博物館のことは載せないのか。 

 

 情報量が多く、毎月、天文や植物の話で学んでいただこうという特集もあ

り、紙面を割けないということがあり、載せられない。 

 

 他にご意見・ご質問等がなければ、議事（１）については以上とする。 

 

（２）令和５年度郷土博物館・彩湖自然学習センター事業計画（案）につい

て 

 

 議事（２）について、事務局から説明をお願いする。 

 

資料２に基づき、事務局から説明。 

 

議事（２）について、委員の方から何かご意見・ご質問等あるか。 
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委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

委員 

 「戸田市所蔵絵画展」について、どのような絵画作品をどのような仕掛け

で見せて、市民の方に絵画展に足を向かわせるのか。もくろみや展示構成等

が分かれば伺いたい。また、どのような種類の絵画作品を収蔵しているのか

も伺いたい。 

 

主なものとしては、日本人の画家で洋画の作品が多い。コレクション等の

ように系統立てて収集されたものとは異なる。作品リスト等を確認した中で

は、著名な画家の作品もある。今後、展示を構成していくのに当たって、い

ろいろ検討しなければならないかと考えている。作品の内容的なことを考え

ると、子供向けの展示というよりは、一般の方向けの展示になるかと思う。 

 

 作家名は教えていただけないか。 

 

作家名を挙げると、塗師祥一郎氏や丸木俊氏等の作品がある。また、何人

か戸田市に関連する作家もいらっしゃるし、そうでない方もいらっしゃる。 

 

 近代以降の絵画の作品が多いか。 

 

近現代の作品になる。 

 

 子供向けに変更するのは難しそうなので、展示のターゲットは今までとは

違うかもしれない。 

 

 以前にも市の所蔵絵画展として一度開催したことがあるが、開催した際は

市民から「市にこんな作品があるとは知らなかった」といった反響があった

ので、インパクトはあるかと思う。 

 

 子供にも本物の作品を見てもらえる良い機会になると思う。 

 

 事務局も先ほど説明したように、子供よりもう少し高い年齢層がターゲッ

トになるのではないか。 

 

 子供も一緒に連れて来て、展示を見てもらうのも良いかと思う。今後、展
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委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

委員 

示構成等分かれば、委員にも教えていただけたらと思う。 

 

 所蔵絵画展は企画展ということで、いつもの特別展示室で開催するのか？ 

 

 特別展示室での開催を予定している。 

 

 特別展示室で開催するとなると、展示する絵画のサイズにもよると思う

が、どれくらいの点数の絵画が並びそうか。 

 

 まだ全くの検討段階だが、先ほど会長からもお話があった過去に開催した

展示を参考にして考えているところである。過去の展示と似たような規模感

を想定すると、展示作品のサイズにもよると思うが、大体３０点くらいかと

考えている。 

 

 予想していた点数よりも多かった。なお、子供向けではないとは思うが、

大人向けにはきちんとした一般的な解説やパネルを見ていただくとして、例

えば小学３・４年生程度にも分かるように、絵のこういうところを注目して

見てみようだとか、この地域にはこんな作家がいたとか、この絵の中にはこ

んなところがあるよといった具合に、分かりやすく取り上げて説明できる

と、初心者や小さい子供でも楽しめるのではないかと思った。 

 

 今ご意見があったように、検討していただければと思う。 

他にご意見・ご質問等がなければ、議事（２）については以上とする。 

 

（３）戸田市郷土博物館ビジョン進捗状況について 

 

 議事（３）について、事務局から説明をお願いする。 

 

資料３及び資料６に基づき、事務局から説明。 

 

議事（３）について、委員の方から何かご意見・ご質問等あるか。 

 

 彩湖のカヌーは所有しているものになるのか？ 
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事務局 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

副会長 

 

事務局 

 

 

 

副会長 

 

 

 

事務局 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 カヌーは戸田市自体では所有していない。団体の方で所有しているものを

ご用意していただいて、実際にカヌーを使用した野鳥観察会を行う。実際に

カヌーを行いながら、現在見える野鳥を紹介する。 

 

 カヌーは全く乗ったことがない人でもできるものなのか。 

 

 市の文化スポーツ課でもカヌーの講座をやったのだが、1時間もしないう

ちに全員できるようになっていた。実際２時間を設けているが、1時間もあ

れば漕げるようになる。 

 

彩湖の上から野鳥を観察するのか？ 

 

 カヌーを漕ぐ参加者の方と、カヌーをやられる講師とは別の場所で学芸員

が周辺の野鳥を見て、それを無線で連絡をする。例えば、あの方向に野鳥が

見えますといった連絡をして、ボートに乗っている講師に伝える形にする。 

 

 サイエンスサポートプログラムの中の、虫のすみかという取り組みは、職

員が学校へ行って子供たちと一緒に虫のすみかを探したということなの

か？ 

 

 その通りである。 

 

 その考えはすごく大事だと思っていて、戸田市の子どもたちが生活をして

いるその場で、沢山の虫や草花、そういうものを観察できるといった内容は

面白い講座になってくるのではないかと思う。彩湖自然学習センターに行か

なくても子どもたちの身の回りの環境でこれだけ色々な生き物が棲んでい

るというのはどんどん子供たちの心に育てていきたいと思っている。これか

らもこのような活動は積極的に行っていただきたい。 

 

他にご意見・ご質問等がなければ、議事（３）については以上とする。 

 

（４）博物館法の改正に伴う戸田市立郷土博物館条例及び同施行規則の一部

改正について 
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会長 

 

事務局 

 

会長 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 議事（４）について、事務局から説明をお願いする。 

 

資料４及び資料５に基づき、事務局から説明。 

 

議事（４）について、委員の方から何かご意見・ご質問等あるか。 

 

 特にご意見・ご質問等がなければ、議事（４）については以上とする。 

 

（５）その他 

 

議事（５）について、事務局から説明をお願いする。 

 

令和５年度の郷土博物館協議会の日程として、第１回目の会議は令和５年

９月中の開催を予定している旨を事務局から説明。 

委員が持参した戦時中の資料について案内。 

 

 議事（５）については以上とする。 

 本日の全ての議事が終了したので、進行を事務局へお返しする。 

 

４ 閉会 

 以上で令和４年度第２回戸田市立郷土博物館協議会を閉会とする。 

３階特別展示室で開催中の「昔のくらし展」を自由に観覧いただきたい旨

案内。 

 議事終了 

 閉会 午前１１時４５分 

 

 


